
令和５(2023)年
８月８日(火)
第428号

令和５（2023）年８月８日　火曜日 （661）

告 示
栃木県告示第316号
　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３第１項に規定する指定障害児通所支援事業者を指定し
たので、同法第21条の５の25の規定により次のとおり公示する。
　　令和５（2023）年８月８日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

事業所番号
事 業 所 事 業 者

指 定 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地 名 称 主たる事務所

の 所 在 地

0951600154 重症児デイサー
ビスDAIJI

下野市薬師寺
2859-３

DAIJI合同会社 下野市緑６-
25-６

令 和 ５
（2023）年
６月１日

児童発達支
援
放課後等デ
イサービス

0951100114 一般社団法人つ
ばさ　矢板事業
所

矢板市豊田
802

一般社団法人つ
ばさ

大田原市親園
824-１

令 和 ５
（2023）年
７月１日

児童発達支
援
放課後等デ
イサービス

0950900035 真岡市こども発
達支援センター
ひまわり園

真岡市下籠原
4412-１

真岡市 真岡市荒町
5191

令 和 ５
（2023）年
７月１日

保育所等訪
問支援

0951100122 就労準備型放課
後等デイサービ
スここから

矢板市末広町
15-11

一般社団法人
サードプレイス
cocoto

矢板市木幡
2548-12

令 和 ５
（2023）年
７月１日

放課後等デ
イサービス

0951600147 てらぴぁぽけっ
と　自治医大駅
前教室

下野市祇園
１-７-23堀之
内ビル１階

勇心株式会社 下野市祇園
１-７-23堀之
内ビル１階

令 和 ５
（2023）年
７月１日

放課後等デ
イサービス
保育所等訪
問支援

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第317号
　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の20第４項に規定する指定障害児通所支援事業者から指定
通所支援の事業の廃止の届出があったので、同法第21条の５の25の規定により次のとおり公示する。
　　令和５（2023）年８月８日
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栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

事業所番号
事 業 所 事 業 者

廃 止 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地 名 称 主たる事務所

の 所 在 地

0950800136 放課後等デイ
サービスかんな

小山市下国府
塚607-１

有限会社rise 小山市駅南町
４-１-３

令 和 ５
（2023）年
２月28日

児童発達支
援

0950800193 こどもサークル
小山東城南

小山市東城南
１-１-18

株式会社サシノ
ベルテ

茨城県桜川市
真壁町飯塚
1006-２

令 和 ５
（2023）年
３月31日

児童発達支
援

0951600121 多機能型重症児
デイサービス
DAIJI

下野市薬師寺
2859-３

特定非営利活動
法人だいじ

下野市緑６-
25-６

令 和 ５
（2023）年
５月31日

児童発達支
援
放課後等デ
イサービス

0951300250 ハタラボ那須塩
原校第２キャン
パス

那須塩原市上
中野420-11

株式会社ミライ
ズ

那須塩原市睦
105-110

令 和 ５
（2023）年
６月30日

放課後等デ
イサービス

（障害福祉課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第318号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和５（2023）年８月８日から同年９月６日まで
一般の縦覧に供する。
　　令和５（2023）年８月８日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
道路の種類　県道
路　線　名　主要地方道　藤原宇都宮線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

67
前 宇都宮市関堀町字前田84-８から

宇都宮市関堀町字前田83-１まで 21.4 ～ 26.4 65.0

後 宇都宮市関堀町字前田84-８から
宇都宮市関堀町字前田83-１まで 22.1 ～ 27.1 65.0

Ⅱ
道路の種類　県道
路　線　名　一般県道　黒田市塙真岡線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

前

芳賀郡市貝町大字杉山字屋敷入487-
１から
芳賀郡市貝町大字杉山字五科773-３

5.4 ～ 11.6 764.0
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まで

80 後Ａ

芳賀郡市貝町大字杉山字屋敷入487-
１から
芳賀郡市貝町大字杉山字五科773-３
まで

5.4 ～ 11.6 764.0

後Ｂ

芳賀郡市貝町大字杉山字屋敷入487-
１から
芳賀郡市貝町大字杉山字五科773-３
まで

10.7 ～ 15.9 886.2

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第319号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和５（2023）年８月８日から同年９月６日まで
一般の縦覧に供する。
　　令和５（2023）年８月８日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

311
一 般 県 道
小 山 大 平 線

小山市大字今里62-１から
小山市大字今里79まで

令和５（2023）年
８月８日

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────


